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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のゲートの各々において物品の持ち出しが検知された検知回数を定められた期間毎
にゲート毎に集計する集計手段と、
　前記集計手段による集計結果から、前記複数のゲートのうち監視を強化するゲートに関
する情報を出力する出力手段と
　を備え、
　前記出力手段は、前記監視を強化するゲートの検知感度を高くする指示情報を出力する
　監視装置。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記ゲート毎の集計結果を前記検知回数に応じて並べ替えて出力する
請求項１に記載の監視装置。
【請求項３】
　前記出力手段は、前記集計結果に基づいて、前記監視を強化するゲートの集計結果を出
力する請求項１に記載の監視装置。
【請求項４】
　前記指示情報は、前記物品に設けられた磁性体に振動磁界を作用させる励磁コイルに供
給する励磁電流と、当該磁性体に振動磁界が作用したときに当該磁性体が発生するパルス
の波形と予め記憶された波形との一致度によって前記物品の持ち出しを判定する場合の当
該一致度の閾値との少なくとも一方を調整する指示である請求項１に記載の監視装置。
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【請求項５】
　前記指示情報は、前記監視を強化するゲートに前記励磁電流を増加させる指示である請
求項４に記載の監視装置。
【請求項６】
　複数のゲートの各々について、前記物品に設けられた磁性体に振動磁界を作用させる励
磁コイルに供給する励磁電流及び／又は当該磁性体に振動磁界が作用したときに当該磁性
体が発生するパルスの波形と予め記憶された波形との一致度によって前記物品の持ち出し
を判定する場合の当該一致度の閾値を、前記物品が持ち出されたのに持ち出しが検知され
ない不検知を低減するための設定と、前記物品が持ち出されていないのに持ち出しが検知
される誤検知を低減するための設定とのいずれかに調整する調整手段を備えた請求項１に
記載の監視装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　複数のゲートの各々において物品の持ち出しが検知された検知回数を定められた期間毎
にゲート毎に集計する集計手段と、
　前記集計手段による集計結果から、前記複数のゲートのうち監視を強化するゲートに関
する情報を出力する出力手段
　として機能させるためのプログラムであって、
　前記出力手段は、前記監視を強化するゲートの検知感度を高くする指示情報を出力する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、機密文書の持ち出しを阻止する技術が記載されている。この技術にお
いては、大バルクハウゼン効果を利用して磁性材料を検出する機能をゲートに備え、紙に
漉き込まれた磁性材料が検出されるとゲートが閉まるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０３６４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、物品の持ち出しの検知結果を統計的に処理した情報を利用してその物品の持
ち出しを監視することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、複数のゲートの各々において物品の持ち出しが検知された検知
回数を定められた期間毎にゲート毎に集計する集計手段と、前記集計手段による集計結果
から、前記複数のゲートのうち監視を強化するゲートに関する情報を出力する出力手段と
を備え、前記出力手段は、前記監視を強化するゲートの検知感度を高くする指示情報を出
力する監視装置を提供する。
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の監視装置において、前記出力手段は、前記ゲ
ート毎の集計結果を前記検知回数に応じて並べ替えて出力する。
　請求項３に係る発明は、請求項１に記載の監視装置において、前記出力手段は、前記集
計結果に基づいて、前記監視を強化するゲートの集計結果を出力する。
　請求項４に係る発明は、請求項１に記載の監視装置において、前記指示情報は、前記物
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品に設けられた磁性体に振動磁界を作用させる励磁コイルに供給する励磁電流と、当該磁
性体に振動磁界が作用したときに当該磁性体が発生するパルスの波形と予め記憶された波
形との一致度によって前記物品の持ち出しを判定する場合の当該一致度の閾値との少なく
とも一方を調整する指示である。
　請求項５に係る発明は、請求項５に記載の監視装置において、前記指示情報は、前記監
視を強化するゲートに前記励磁電流を増加させる指示である。
　請求項６に係る発明は、請求項１に記載の監視装置において、複数のゲートの各々につ
いて、前記物品に設けられた磁性体に振動磁界を作用させる励磁コイルに供給する励磁電
流及び／又は当該磁性体に振動磁界が作用したときに当該磁性体が発生するパルスの波形
と予め記憶された波形との一致度によって前記物品の持ち出しを判定する場合の当該一致
度の閾値を、前記物品が持ち出されたのに持ち出しが検知されない不検知を低減するため
の設定と、前記物品が持ち出されていないのに持ち出しが検知される誤検知を低減するた
めの設定とのいずれかに調整する調整手段を備えている。
　請求項７に係る発明は、コンピュータを、複数のゲートの各々において物品の持ち出し
が検知された検知回数を定められた期間毎にゲート毎に集計する集計手段と、前記集計手
段による集計結果から、前記複数のゲートのうち監視を強化するゲートに関する情報を出
力する出力手段として機能させるためのプログラムであって、前記出力手段は、前記監視
を強化するゲートの検知感度を高くする指示情報を出力するプログラムを提供する。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１、７に係る発明によれば、物品の持ち出しの検知結果を統計的に処理した情報
を利用してその物品の持ち出しを監視することができる。
　請求項２に係る発明によれば、集計結果を並べ替えない場合と比べて、ユーザが監視状
況を把握しやすくすることができる。
　請求項３に係る発明によれば、監視を強化するゲートの集計結果を出力しない場合と比
べて、ユーザが監視状況を把握しやすくすることができる。
　請求項４に係る発明によれば、振動磁界によってパルスを発生する磁性体を利用して物
品の持ち出しを検知する構成において、選択したゲートの監視を強化することができる。
　請求項５に係る発明によれば、監視を強化するゲートであるか否かによらずに励磁電流
が一定の場合と比べて、物品が持ち出されたのに持ち出しが検知されない不検知を減らす
ことができる。
　請求項６に係る発明によれば、不検知の低減と誤検知の低減のどちらを優先させるかを
選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】監視システム１を示す図。
【図２】ハードウェア構成を示す図。
【図３】監視データを示す図。
【図４】監視装置２の動作を示す流れ図。
【図５】表示された集計結果を示す図。
【図６】集計結果の別の例を示す図。
【図７】集計結果の別の例を示す図。
【図８】集計結果の別の例を示す図。
【図９】励磁電流と閾値の設定の内容を示す図。
【図１０】検知感度を調整する手順を示す流れ図。
【図１１】監視装置２の機能ブロックを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の実施形態の一例について説明する。
＜構成＞
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　図１は、監視システム１を示す図である。監視システム１は、監視装置２（情報処理装
置の一例）とゲート３と通信回線４とを備える。この例では、ゲート３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、
３Ｄ、３Ｅ、３Ｆが図示されているが、ゲートの数は複数であればいくつであってもよい
。また、複数のゲートを区別しない場合にはゲート３と総称する。
【０００９】
　ゲート３は、機密文書の取り扱いが許可されている許可区域に出入りするときに人が通
る関門である。機密文書の取り扱いとは、機密文書の保管、閲覧、作成、携行などの行為
である。許可区域からの機密文書の持ち出しは、規則により禁止されているが、規則に反
して機密文書が許可区域から持ち出されることがあり得る。本実施形態では、機密文書の
持ち出しをゲート３の位置で検知する仕組みを有する。許可区域には、１つ以上のゲート
３が設けられる。ゲート３は、人が通過するための間隔を空けて互いに対向させて設けら
れた２枚のパネルを備える。ゲート３と監視装置２とはＬＡＮ（Local Area Network）や
インターネットなどの通信回線４で接続されている。監視装置２は、ゲート３から取得し
た情報を処理するための装置である。
【００１０】
　機密文書は、磁性ワイヤが漉き込まれた印刷用紙（以下、磁性体付き用紙という。）を
記録媒体として作成された文書である。磁性ワイヤは、アモルファス磁性材料で作製され
た、印刷用紙の厚さよりも細いワイヤであり、振動磁界が作用すると周期的な磁化反転を
起こす（大バルクハウゼン効果）。許可区域での取り扱いが規則により許可されている用
紙は、磁性体付き用紙だけである。磁性体付き用紙でない用紙は、許可区域への持ち込み
が規則により禁止されている。
【００１１】
　図２は、ハードウェア構成を示す図である。同図では、複数のゲートのうちの１つを図
示した。監視装置２は、制御部２１、記憶部２２、通信部２３、表示部２４及び受付部２
５を備える。制御部２１は、ＣＰＵなどの演算装置と、ＲＯＭやＲＡＭなどの記憶装置と
を備える。ＲＯＭには、ハードウェアやＯＳの起動の手順を記述したファームウェアが記
憶されている。ＲＡＭは、ＣＰＵが演算を実行する際のデータの記憶に用いられる。記憶
部２２は、例えばハードディスク記憶装置を備え、ＯＳやアプリケーションプログラムな
どが記憶されている。通信部２３は、ゲート３に設けられた制御装置との間で通信を行う
ための通信Ｉ／Ｆを備える。表示部２４は、液晶表示装置などを備える。受付部２５は、
キーボードやマウスなどを備える。
【００１２】
　複数のゲート３は、いずれも以下の構成を有する。ゲート３は、検知装置５、人感セン
サ６、撮影装置７及び制御装置８を備える。
　検知装置５は、許可区域からの機密文書の持ち出しを検知する。具体的には、検知装置
５は、励磁コイル５１、電源５２、アンテナ５３、検知回路５４を備える。励磁コイル５
１は、電源５２から交流電力の供給を受けて振動磁界を発生する。機密文書を携行した人
がゲート３に接近するにつれて、磁性ワイヤに作用する振動磁界の振幅が増大し、振動磁
界の振幅が閾値に達すると、磁性ワイヤに周期的な磁化反転が起こる。磁性ワイヤは、磁
化反転に伴う電気的なパルスを発生する。
【００１３】
　検知回路５４は、例えば、アンテナ５３が受信したパルスの波形によって、機密文書の
持ち出しの有無を判定する。具体的には、予め、磁性体付き用紙を検知装置５に接近させ
た場合に発生するパルスの波形が検知回路５４に記憶されている。検知回路５４は、受信
したパルスの波形と予め記憶した波形とを比較して両者の一致度を求め、この一致度によ
り機密文書の持ち出しを判定する。一致度は、例えば、受信したパルスの波形と予め記憶
した波形の相関係数によって表される。検知回路５４は、算出した相関係数が閾値に達し
た場合に、機密文書が持ち出されたと判定し、機密文書の持ち出しを検知したことを示す
検知信号を制御装置８に送信する。
【００１４】
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　なお、検知装置５による持ち出しの検知の対象は、機密文書に限定されない。例えば、
用紙以外の物品に磁性ワイヤを取り付けることにより、その物品の持ち出しを検知するよ
うにしてもよい。つまり、機密文書は、検知装置が持ち出しを検知する物品の一例である
。
【００１５】
　人感センサ６は、ゲート３を人が通過したことを検知する。人感センサ６は、例えば、
赤外線を発する光源をゲート３の一方のパネルに備え、赤外線を受光する受光素子をもう
一方のパネルに備え、受光素子に受光される赤外線が遮られた場合に、ゲート３を人が通
過したことを示す通過信号を制御装置８に送信する。
【００１６】
　制御装置８は、人感センサ６から通過信号を受信した場合に、撮影装置７に撮影を指示
する。撮影装置７は、この指示に従って、ゲート３を通過する人を撮影する。撮影装置７
は、例えば、デジタルスチールカメラであり、ゲートを通過する人の少なくとも上半身が
撮影されるように画角が設定されている。撮影装置７は、撮影した画像を表す画像データ
を生成して制御装置８に送信する。
【００１７】
　図３は、監視データを示す図である。制御装置８は、人感センサ６から通過信号を受信
した場合に監視データを生成して監視装置２に送信する。監視データは、「通過日時」、
「通過ゲート」、「文書持ち出し有無」及び「画像有無」の各項目を含む。「通過日時」
は、人がゲート３を通過した日時、すなわち、人感センサ６から通過信号を受信した日時
である。制御装置８は、通過信号を受信すると、当該制御装置８が備える時計機能により
日時を取得する。「通過ゲート」は、人が通過したゲートを識別するための情報である。
制御装置８は、当該制御装置８が設置されたゲート３の識別子（例えば、３Ａ、３Ｂなど
）を記憶している。「文書持ち出し有無」は、機密文書の持ち出しの有無を示し、通過信
号の受信と同時に検知信号を受信した場合に「有り」、受信しなかった場合に「無し」と
なる。ただし、機密文書が持ち出された場合、通過信号の受信と検知信号の受信との間に
は時間差が生じるので、両者の受信の時間差が閾値（例えば１秒）以下であるならば、通
過信号と検知信号を同時に受信したと判断する。「画像有無」は、撮影装置７が生成した
画像データの有無である。画像データが有る場合には、制御装置８は、監視データととも
に画像データを監視装置２に送信する。
【００１８】
　なお、制御装置８の機能を監視装置２が備えていてもよい。また、制御装置８は、ＣＰ
Ｕなどの演算装置とＲＯＭやＲＡＭなどの記憶装置とを備え、プログラムを実行すること
によって上記の機能を実現する装置であってもよいし、上記の機能がハードウェア回路で
実装された装置であってもよい。
【００１９】
＜監視データの集計＞
　図４は、監視装置２の動作を示す流れ図である。図１１は、監視装置２の機能ブロック
を示す図である。
　最初に、ステップＳ０１において、制御部２１は、監視データを受信した否かを定期的
に判定し、監視データを受信した場合（ステップＳ０１：ＹＥＳ）には、制御部２１の処
理はステップＳ０２に進み、監視データを受信しなかった場合（ステップＳ０１：ＮＯ）
には、制御部２１の処理はステップＳ０１に戻る。
【００２０】
　次に、ステップＳ０２において、制御部２１は、監視データを集計する。具体的には、
制御部２１は、通過回数と検知回数と検知比率を集計する。通過回数は、人がゲート３を
通過した回数であり、監視データを受信した場合に、通過回数のカウンタに１を加算する
。検知回数は、文書の持ち出しが検知された回数であり、監視データの「文書持ち出し有
無」が「有り」の場合に検知回数のカウンタに１を加算する。検知比率は、通過回数に対
する検知回数の割合を百分率などで表した値である。制御部２１は、監視データを例えば
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１日単位で集計する。つまり、監視データを受信する度に、その日の午前０時以降に受信
した監視データの集計結果を更新し、日付が変わったならば、前日の集計結果を日付と対
応付けて記憶部２２に記憶させ、通過回数と検知回数のカウンタを０に戻す。
【００２１】
　次に、ステップＳ０３において、制御部２１は、集計結果を表す画面を更新して表示部
２４に出力する。このとき、すべてのゲート３の集計結果を表示するようにしてもよいが
、監視を強化すべきゲート３（以下、監視強化ゲートという。）を選択してそのゲート３
の集計結果を表示することが、監視の効率の観点からは望ましい。監視強化ゲートの選択
はいかなる手順で行ってもよいが、例えば、各ゲート３の検知回数や検知比率の最大値を
順位付けし、順位の最上位から数箇所のゲート３を選択して集計結果を表示するようにし
てもよい。あるいは、すべてのゲート３を順位に応じて並べ替えて表示してもよい。ある
いは、すべてのゲート３の集計結果を表示し、ユーザの判断により、集計結果を表示する
ゲート３を選択するようにしてもよい。集計結果を表示したならば、制御部２１の処理は
ステップＳ０１に戻る。
【００２２】
　図５は、表示された集計結果を示す図である。この例では、監視強化ゲートとしてゲー
ト３Ａ、３Ｂが選択され、この２箇所について直近の２週間分の集計結果の折れ線グラフ
が表示されている。検知回数（３Ａ）は、第１週、第２週とも金曜日に最大値を示してい
る。検知回数（３Ｂ）は、第１週、第２週とも水曜日に最大値を示している。検知比率（
３Ａ）は、第１週、第２週とも金曜日に最大値を示している。検知比率（３Ｂ）は、第１
週、第２週とも水曜日に最大値を示している。これらの結果から、例えば、ゲート３Ａに
ついては、金曜日が監視を強化すべき曜日（以下、監視強化曜日という。）の候補となる
。監視強化曜日は、表示されたグラフを見てユーザが判断してもよいし、監視装置が集計
結果の最大値を抽出して表示させてもよい。また、監視装置２がこの判断結果を含むデー
タを、指定された送信先に電子メールに添付して定期的に送信するようにしてもよい。
【００２３】
　また、検知比率の変化率に基づいて、監視強化曜日を判断してもよい。検知比率の変化
率とは、隣接する２日間の１日目の検知比率に対する２日目の検知比率の割合である。グ
ラフ上では、折れ線の傾きによって変化率が示される。検知比率（３Ｂ）の例では、第１
週の金曜日が検知比率の変化率が最大であるから、金曜日が監視強化曜日の候補となる。
なお、検知回数の変化率に基づいて、監視強化曜日を判断してもよい。
【００２４】
　つまり、制御部２１は、複数のゲート３の各々において物品の持ち出しが検知された検
知回数又は当該検知回数に基づく数値を定められた期間毎にゲート毎に集計する集計手段
２０１の一例である。また、制御部２１は、集計手段２０１によるゲート毎の集計結果に
基づいて出力の形態を異ならせて当該集計結果を出力する出力手段２０２の一例である。
【００２５】
　図６は、集計結果の別の例を示す図である。この例は、各ゲートの検知比率及びその変
化率の最大値を曜日毎に順位付けし、各曜日の上位３箇所を強調表示したものである。な
お、図中では、検知比率を情報漏洩率と表記している。
　図７は、集計結果の別の例を示す図である。この例は、図５のグラフの元となる数値デ
ータの表である。
　図８は、集計結果の別の例を示す図である。この例は、図７の数値データを曜日毎に合
算した値を折れ線グラフで表示したものである。
【００２６】
＜検知感度の調整＞
　次に、検知装置５の検知感度の調整について説明する。監視強化ゲートが前述のように
して選択されたならば、監視装置２は、検知感度の調整を監視強化ゲートの制御装置８に
指示する。検知感度の調整は、励磁コイル５１に供給する励磁電流の調整と、検知回路５
４が機密文書の持ち出しの判定に用いる相関係数の閾値の調整によって行われる。
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　つまり、制御部２１は、集計結果に基づいて選択したゲートにおける物品の持ち出しを
検知する検知装置の検知感度を調整する調整手段２０３の一例である。
【００２７】
　図９は、励磁電流と閾値の設定の内容を示す図である。なお、図示した励磁電流値や閾
値の数値は一例であり、これ以外の数値に設定されてもよい。通常設定とは、監視強化ゲ
ートでないゲート３に対する設定である。通常設定において、相関係数の閾値は、９０％
であり、励磁電流値は１Ａである。監視強化設定１乃至３は、監視強化ゲートに対する設
定であり、監視強化ゲートの検知感度を向上させるために、励磁電流値を１．５Ａに増加
させる。また、監視強化設定１乃至３では、相関係数の閾値をそれぞれ９０％、９５％、
９２％に設定する。相関係数の閾値を上げると、直接的には検知感度を低下させることに
なるが、どの閾値を設定するかは、不検知と誤検知のバランスを考慮して決定される。不
検知とは、機密文書が持ち出されたのに持ち出しが検知されないことを意味する。誤検知
とは、機密文書が持ち出されていないのに持ち出しが検知されることを意味する。
【００２８】
　不検知と誤検知の判定は、例えば、以下のように行われる。前述のとおり、磁性体付き
用紙でない用紙は規則により許可区域への持ち込みが禁止されているため、許可区域から
文書が持ち出された場合、その文書は機密文書である。制御部２１は、撮影された画像を
解析することにより機密文書の持ち出しの有無を判定し、この判定結果を検知装置５の検
知結果と比較する。画像からの判定結果が持ち出し有り、検知装置５の検知結果が持ち出
し無しの場合、制御部２１は不検知と判定する。画像からの判定結果が持ち出し無し、検
知装置５の検知結果が持ち出し有りの場合、制御部２１は誤検知と判定する。
【００２９】
（１）監視強化設定１
　監視強化設定１は、通常設定と比べて、励磁電流値を増加させるが、相関係数の閾値を
変更しない（９０％）ことにより、機密文書を検知する検知空間を増大させる。この設定
によれば、通常設定と比べて、不検知が低減するが、誤検知が増加する。従って、この設
定は、不検知の低減を優先する場合に好適である。
【００３０】
（２）監視強化設定２
　監視強化設定２は、通常設定と比べて、励磁電流を増加させるとともに、相関係数の閾
値を上げる（９０％→９５％）ことにより、機密文書を検知する検知空間を通常設定と同
等とする。この設定によれば、通常設定と比べて、不検知は同等であるが、誤検知が低減
する。従って、この設定は、誤検知の低減を優先する場合に好適である。
【００３１】
（３）監視強化設定３
　監視強化設定３は、通常設定と比べて、励磁電流を増加させるとともに、相関係数の閾
値を監視強化設定２よりも下げる（９５％→９２％）ことにより、機密文書を検知する検
知空間を監視強化設定２よりも増大させる。この設定によれば、通常設定と比べて、不検
知も誤検知も低減する。ただし、不検知を低減する効果は、監視強化設定１よりも低く、
誤検知を低減する効果は、監視強化設定２よりも低い。従って、この設定は、監視強化設
定１と監視強化設定２の中間的な設定であり、不検知と誤検知の両方を低減させたい場合
に好適である。
【００３２】
　図１０は、検知感度を調整する手順を示す流れ図である。
　最初に、ステップＳ１１において、制御部２１は、監視強化ゲートを選択する。
　次に、ステップＳ１２において、制御部２１は、監視強化設定３を行う。
　次に、ステップＳ１３において、制御部２１は、図４で示した手順で、定められた期間
だけ監視を行う。定められた期間とは、数十分、数時間、数日といった期間である。
　次に、ステップＳ１４において、制御部２１は、定められた期間における誤検知の回数
が閾値に達したか否かを判定する。誤検知の回数が閾値に達した場合（ステップＳ１４：
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ＹＥＳ）には、制御部２１の処理はステップＳ１５に進み、誤検知の回数が閾値に達しな
い場合（ステップＳ１４：ＮＯ）には、制御部２１の処理はステップＳ１６に進む。
　次に、ステップＳ１５において、制御部２１は、監視強化設定２を行い、ステップＳ１
３の処理に戻る。
【００３３】
　他方、ステップＳ１６において、制御部２１は、定められた期間における不検知の回数
が閾値に達したか否かを判定する。この閾値は、ステップＳ１４の判定の閾値と異なって
いてもよいし、同じでもよい。不検知の回数が閾値に達した場合（ステップＳ１６：ＹＥ
Ｓ）には、制御部２１の処理はステップＳ１７に進み、不検知の回数が閾値に達しない場
合（ステップＳ１６：ＮＯ）には、制御部２１の処理はステップＳ１２に戻る。
　次に、ステップＳ１７において、制御部２１は、監視強化設定１を行い、ステップＳ１
３の処理に戻る。
【００３４】
＜変形例＞
　実施形態を次のように変形してもよい。また、複数の変形例を組み合わせてもよい。
＜１＞
　磁性体付き用紙の代わりに、ＲＦＩＤタグなどを埋め込んだ用紙を用いてもよい。その
場合、検知装置５としてタグリーダライタをゲート３に設ける。検知感度の調整には、タ
グリーダライタが発する電波の強度を調整する。
　磁性ワイヤの代わりに、薄膜状の磁性体などが漉き込まれた用紙を用いてもよい。
　人感センサ６は、超音波や光などを用いて人の通過を検知する装置でもよい。
　ゲート３に警報装置や扉の開閉装置を設け、機密文書の持ち出しが検知された場合に、
警報を発したり、扉を閉めるなどの動作を行うようにしてもよい。
【００３５】
＜２＞
　上記の実施形態では、１日単位で監視データを集計する例を示したが、時間帯毎に集計
してもよい。集計結果を更新する時期は、例えば、毎週決められた曜日の決められた時刻
でもよいし、毎日決められた時刻でもよい。
【００３６】
＜３＞
　不検知と誤検知の判定は、ユーザが目視により画像から持ち出しの有無を判定し、この
判定結果と検知装置の検知結果とを比較することによって行ってもよい。
　また、不検知を以下の構成で判定してもよい。例えば、機密文書の持ち出しを事前に申
請することによって持ち出しが許可されることが規則で定められている場合を想定する。
許可区域に出入りする人が携行するＩＤカードにはＲＦＩＤタグが取り付けられており、
ＲＦＩＤタグからＩＤを読み取るタグリーダライタがゲートに設けられている。監視装置
２には、機密文書の持ち出しを事前に申請した人のＩＤ（以下、申請者ＩＤという。）が
登録される。申請者ＩＤをタグリーダライタが検知したにもかかわらず、検知装置５によ
って機密文書の持ち出しが検知されなかった場合には、監視装置２が、不検知と判定する
。
【００３７】
　このＩＤカードは、機密文書の持ち出しが行われる場合のみ携行されるように運用する
ことが望ましい。さらに、ゲート通過時にＩＤカードの携行者が機密文書の携行の有無を
入力する入力手段をゲートに設けてもよい。入力手段は、押しボタンなどでもよいし、タ
ッチパネルなどでもよい。このような入力手段を設けることにより、ＩＤカードの携行者
が機密文書を携行せずにゲートを通過した場合に不検知と判定されることが防止される。
入力手段によって機密文書の携行の有無を入力する場合、ＩＤカードの携行者がゲート通
過時に逐次、機密文書の携行の有無を入力させるようにしてもよい。あるいは、申請者Ｉ
Ｄが検知されたにもかかわらず機密文書の持ち出しが検知されなかった場合、又は、申請
者ＩＤが検出され、機密文書の持ち出しも検出された場合のいずれか一方にのみ、機密文
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無を逐次入力させる構成と比べて、ＩＤカードの携行者の動作の負担が軽減される。
【００３８】
＜４＞
　検知感度の調整を、次のように行ってもよい。励磁電流と閾値を通常設定（図９参照）
とし、定められた期間だけ監視を行い、不検知の回数が閾値に達した場合に、励磁電流を
増加させ、誤検知の回数が閾値に達した場合に、一致度（相関係数）の閾値を高くするよ
うにしてもよい。不検知の回数の閾値と誤検知の回数の閾値は、異なる値でもよいし、同
じ値でもよい。要するに、実際に物品が持ち出された回数が検知回数よりも多い場合に励
磁電流を増加させ、実際に物品が持ち出された回数が検知回数よりも少ない場合に一致度
の閾値を高くしてもよい。
【００３９】
＜５＞
　実施形態では、監視装置２の制御部２１がアプリケーションプログラムを実行すること
によって上記の機能を実現する例を示したが、上記の機能がハードウェア回路で監視装置
２に実装されていてもよい。また、このプログラムを、光記録媒体、半導体メモリ等、コ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供し、この記録媒体からプログラムを
読み取って監視装置２にインストールするようにしてもよい。また、このプログラムを電
気通信回線で提供してもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１…監視システム、２…監視装置、２１…制御部、２２…記憶部、２３…通信部、２４…
表示部、２５…受付部、３…ゲート、４…通信回線、５…検知装置、５１…励磁コイル、
５２…電源、５３…アンテナ、５４…検知回路、６…人感センサ、７…撮影装置、８…制
御装置
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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